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1. 研究の背景と目的 

 人口減少が進展することにより住宅の国内

市場が縮小し、空き家の増加は大きな課題と

なっている。総務省統計局の発表では、平成

30年 10月１日現在における我が国の総住宅

数は 6.242万戸と、平成 25年と比べ、179万

戸の増加となっている。総住宅数に占める空

き家の割合(空き家率）は 13.6％と、平成 25

年から 0.1ポイント上昇し、過去最高となっ

ている。空き家数の推移をみると、これまで

一貫して増加が続いており、昭和 63年から

平成 30年までの 30年間にかけて 452万

(114.7％)の増加となっている。本研究は、空

き家対策地域居住者と自治体の官民連携した

現在のまちづくりに対する活動や政策につい

て把握することにより、問題点と都市的視

座・建築的視座で解決する必要性について検

討し、自治体による空き家への取り組み、実

態について検討することを目的としている。 

 

2. 調査概要（表1） 

 調査対象は、東京都、神奈川県、千葉県、埼

玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の各市

区町村としている。調査方法は、各市区町村に

メールにて依頼（2020年8~10月）を行い

Google Formsにて回答を得る方法にてアンケ

ート調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 空き家に対する取り組み・実態（図

2.3.4.5,表2） 

 空き家の把握状況において、約62%の自治

体で把握していると回答している。その一方

で即時的に空き家を把握できている自治体は

約9%にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家の把握方法として、「市役員による

実態調査」が48.5％となっており、「地域住

民からの連絡や相談を受け実態調査」が

34.8%となっている。群馬県伊勢崎市では市

が保有する空き家情報と地域住民から寄せら

れる空き家の情報を照らし合わせることでよ

り正確に把握している。実態調査の多くは地

域住民からの要望であり、地域住民が地域の

景観や防犯の面での生活空間において問題意

識を持ち、高い意志を兼ね備えているからだ

と考えられる。一方で「業者に委託する」が

15.2％となっている。また、「自治会や各自

治体区長と協働」が14.7％、「水道利用状況

調査・土地統計調査」が16.8％となってお

り、地域の状況に応じた多様な手段により調

査が実施されている。 

空き家件数の調査において、「改善の余地

がある」が51.7%となっており、地域住民の

周辺地域に対する意識や自治体と地域住民の

関わりに相違が地域によってあり、空き家に

対する価値意識の向上が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 空き家の把握状況 

図 3 即時的な空き家の把握状況 

表 1 調査対象の概要 

調査範囲 送付数(回答数） 回答率(%) 調査範囲 送付数(回答数） 回答率(%)

東京県 60(8) 11.7 栃木県 24(10) 12.5

神奈川県 60(7) 10.0 茨城県 43(18) 20.9

千葉県 59(15) 23.7 群馬県 35(4) 11.4

埼玉県 62(20) 27.4 長野県 73(10) 11.0

合計 416(92) 16.3

アンケート調査概要

調査時期

2020年8月

~10月

図 4 空き家調査の方法 
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4. 自治体以外との（団体・企業）との連携

（図6.7.8） 

空き家対策事業・空き家件数調査におい

て、自治体以外の団体・企業との連携があ

り、「協議会を設けている」が66.3%となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携内容として「空き家バンク」が30.3%

となっており、全国にネットで情報を提供

し、空き家の再活用に勤めている。全国的に

空き家バンクを利用している自治体は多く、

なっており、実状に応じた方策が展開されて

いる。次いで「相談会の実施」が25.8％とな

っており、専門家を招いた空き家セミナーや

無料相談会をおこなうことで、自分たちの暮

らす地域の実態や、今後の対策など地域住民

の空き家に対する価値意識を高めることで空

き家対策に繋げられることを意図している。

また「空き家の管理サービス」が6.1%となっ

ており、主に害虫駆除や、シルバー人材セン

ターとの連携によった高齢者によるパトロー

ルが行われている。その他では、空き家のデ

ータ集計や、空き家対策の策定などの取り組

みが進められている。連携の課題として「空

き家の有効活用」が41.1%、「空き家に対す

る支援をしたい」が24.4%となっており、空

き家に対する問題意識はあるものの「空き家

の実態を把握したい」が18.9%、「空き家に

対する意識を把握したい」が15.6%と具体的

な取り組みに対しての課題意識が低い結果が

みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

 空き家対策に関する自治体の取り組み、連

携の実態について以下に整理する。 

１）空き家対策に関わる具体的な取り組みと

して、その主体は自治体のみならずNPO法

人等の各種団体も参画しており、弁護士会や

司法書士会等とも連携を図っている。 

２）空き家対策においては、自治体での単独

の空き家対策への事業・取り組みに加えて、

その他の事業・取り組みと連携（まちづくり

関連）した取り組みも行われている。 

３）各自治体において多様な取り組みが展開

されている一方で、主な取り組みが空き家バ

ンクや相談会に留まっている自治体も多く、

加えて空き家対策に専従可能な人員・部署の

確保が困難など、自治体内の組織構成の課

題、他の自治体や自治体外の組織との関係づ

くりの進展において、その地域の実情に合わ

せた対策、取り組みへの課題も挙げられる。 
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図 5 調査方法の改善余地の有無 

図 6 協議会などの組織の有無 

有り 無し

茨城県　古河市 栃木県　那須烏山市

市民等から市に通報があった空家等情報、空

家等所在地情報等に基づいて空家等と考えら

れる候補物件2,860件について、外観調査及び

不良度・利活用可能性の判定を行った。

Ｈ２６に市総務課が株式会社ゼンリンへ業務委

託し、空き家の軒数調査を実施した。

群馬県　伊勢崎市 千葉県　東金市

市が保有する情報（住民基本台帳、固定資産

税課税台帳、給水台帳等）の突き合わせを行

い、空き家の可能性がある建物を抽出し、現

地調査を実施している。市に寄せられる空き

家の苦情により、市が把握していない空き家

を確認できることがある。市が把握している

空き家のリストを各行政区へ提供し、「リス

トにない空き家」や「空き家状態が解消され

たもの」について報告していただいている。

市内全域の空き家実態調査を、現地調査による

業務委託で実施。

市民との連携の有無

表 2 空き家調査方法の実例 

図 7 空き家対策の連携している内容 

図 8 空き家対策の連携の課題 
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